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は　じ　め　に　

　歯・口腔には、食べるということにとどまらず、話

す、表情を豊かにするなど、元気でいきいきとした生

活を送るための大切な機能があります。

　また、近年、歯周病と糖尿病等の生活習慣病との関

連性が示されるなど、歯・口腔の健康づくりは、全身

の健康づくり・生活の質を保つために、一層重要となっ

ています。

　このため、県では、平成２４年３月に施行された「山口県民の歯・口腔の

健康づくり推進条例」の趣旨を踏まえ、本県の歯科保健医療対策を総合的か

つ計画的に推進するため、「やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画」を策定

しました。

　本計画では、「う蝕や歯周病等の歯科疾患の予防」、「生活の質の向上に向け

た口腔機能の維持・向上」、「定期的な歯科検診の受診」、「歯科保健医療体制

の基盤整備」の４つの基本的な方針のもと、各ライフステージ及び妊産婦、

障害児者、要介護者等における適切な歯科保健行動やそれらを支援する対策

を示し、歯・口腔の健康づくりによる県民の皆様の生涯にわたる健康の保持

増進を進めることとしています。

　今後は、この計画に基づき、市町や関係団体等と連携を図りながら、歯科

保健医療対策を推進していくこととしておりますので、県民の皆様の一層の

御理解と御協力をお願い申し上げます。

　終わりに、本計画の策定に当たり、多大な御尽力をいただきました健康や

まぐち２１歯科保健分科会の委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をいただき

ました県民の皆様に対し、心からお礼申し上げます。

　平成２５年（２０１３ 年）３月
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